
第二次登米市総合計画基本計画 令和５年度実施状況
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　なお、個別政策及び目標数値に対する令和５年度の実施状況は、次ページからのとおりです。

第二次登米市総合計画　令和５年度実施状況について

　第二次登米市総合計画については、計画期間を平成28年度から10年間としております。
　令和５年度は、計画期間における８年目であり、基本計画に掲げる施策の主な指標項目や重点戦略の実績
から分析を行い、成果を検証したものです。
　なお、第二次総合計画は令和３年度から令和７年度までの後期５年に向けて、令和２年12月に改定してお
り、今回の検証は、改定後の基本計画に掲げる施策の主な指標項目や目標値に対して検証を行ったもので
す。

基本計画

１　生きる力と創造力を養い自ら学び人が「そだつ」まちづくり

２　安全安心な暮らしが支える笑顔で健康に「いきる」まちづくり

３　地域資源を活かし魅力ある元気な産業を「つくる」まちづくり

４　自然と生活環境が調和し人が快適に「くらす」まちづくり

５　市民と行政が「ともに」創る協働によるまちづくり

まちづくりの基本政策

個別政策数 指標項目数

政策の分野名

Ⅰ 子育て応援の取組により、出生数を10年間で4,800人以上にします。

Ⅱ 健康長寿の取組により、平均寿命を10年間で県内平均以上にします。

Ⅲ 産業振興・企業誘致と起業・創業支援等の取組により、10年間で1,500人
   の雇用を創出します。

Ⅳ 移住定住を支援する取組により、10年間で1,000人の移住・定住者を創出
　 します。

Ⅴ 市の魅力向上への総合的な取組により、10年後までに374万人の交流人口
　 等を創出します。
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第二次登米市総合計画基本計画に掲げる施策の成果指標と実績検証

目標

平成
26年度

平成
27年度

1 4
保育所等待機
児童数

特定の保育所を
希望する等の自
己都合を除いた
待機児童数

人 45 63 62 35 27 17 8 0 0 0 0
福祉事務所
子育て支援課

保育対策総合支援事業として、保
育の担い手となる保育人材の確保に
取り組む事業者に対し支援を行い、
子育て環境の整備と待機児童の解消
を図った。

認定こども園の整備により令和３
年度から定員が増加したこと。また
定員の弾力化による受入枠の拡大に
より、令和５年度の待機児童数は昨
年度に引き続き、年間を通してゼロ
となった。

令和３年度以降、待機児童はゼロ
であるが、保育施設の利用希望者は
依然として多いことから、市立幼稚
園・保育所の再編による認定こども
園の整備と保育士確保対策等によ
り、待機児童ゼロを継続していく。

待機児童数は、
10月１日現在

2 9
子育て支援セ
ンター利用者
数

子育て支援セン
ターを利用した
延べ人数

人 32,597 27,430 17,627 20,516 23,062 25,113 13,292 10,371 14,071 15,485 14,436
福祉事務所
子育て支援課

子育て支援センター事業は市内12
か所（公立５か所、民間７か所）で
実施している。

各子育て支援センター事業の内容
は市ホームページに随時掲載し、各
種イベントでの親子交流を図るとと
もに、育児相談などの支援を行っ
た。

また、子育て支援センター事業内
容を動画投稿サイト「YouTube」を活
用し配信した。

新型コロナウイルス感染症対策の
ための臨時休業等を行った令和２年
度以降、大幅な利用減となっていた
が、５月に新型コロナウイルス感染
症が５類感染症へと移行したことも
あり、利用者が増加したと考えられ
る。

市公式ホームページ及び市公式ラ
インの活用や民間子育て支援セン
ター及び民間サイト「とめまま」等
と連携し、事業の周知と利用者の利
便性の向上を図っていく。

3 －
就学前園児の
基本的生活習
慣の習得度

幼稚園へのアン
ケート結果で、
基本的生活習慣
のうち、「挨拶
することができ
る」「人の話を
聞くことができ
る」の割合

％ 80.6 83.8 84.2 84.5 88.2 79.6 80.4 78.2 83.6 70.5 90.0
教育部
活き生き学校支援
室

市内各幼稚園において、日常生活
の中で挨拶や近隣の幼稚園、小学
校、中学校及び地域住民との交流を
通して、基本的生活習慣の育成を図
る指導を継続して実施した。

挨拶の習慣については、あまりで
きない園児の割合が高くなってい
る。家庭と連携した習慣づけが必要
である。

人の話を聞く習慣については、幼
稚園での指導とともに家庭での指導
の啓発が必要である。

全職員が、共通理解のもとに生活
習慣の指導を徹底するとともに、家
庭との連携を充実させるために幼稚
園に指導を行う。

小学校児童の学
力の全国平均と
の比較

％ 96.9 99.3 102.8 99.2 97.3 96.5 97.7 95.8 93.7 93.5 105.0

児童が意欲的に授業に取り組むた
めの登米市学習スタンダードによる
基本的な授業スタイルの徹底を図っ
た。

タブレット端末を使用した、学習
用ソフトウェアや教材の活用による
個別最適な学びと協働的な学びの充
実を図った。

学力調査の自校採点の実施や本調
査の結果を基に、市内児童の課題を
洗い出し、各学校での指導に役立て
ている。

当該学年の11月までの履修事項が
出題の範囲となっている。令和５年
度は、昨年度より算数の平均正答率
が増加したものの、すべての教科で
全国平均を下回っており、結果を踏
まえた授業改善や個別指導による学
びの定着が不十分な部分もあること
が要因と考えられる。

今後も令和２年度に作成した「登
米市学習スタンダード」を全教職員
に配布し、教育支援センターが中心
となり「個別最適な学び」や「協働
的な学び」の一体的な充実を図り
「主体的・対話的で深い学び」の実
現に向けた授業改善を実施する。

また、児童が何を学習したのかが
自覚できる振り返りの充実や、家庭
学習の充実を図ることで、自立した
学習者の育成に努める。

さらに、算数科については、令和
６年度より４・５年生で年に２回の
調査を実施することで、課題解決が
図れるようにする。

中学校生徒の学
力の全国平均と
の比較

％ 89.0 93.5 95.7 93.6 92.3 92.2 97.5 94.9 90.7 90.5 105.0

生徒が意欲的に授業に取り組むた
めの基本的な授業スタイルの徹底を
図った。

また、教職員を対象にしたＩＣＴ
研修会では、タブレットやデジタル
教科書の活用方法についての講習を
行い、授業に活用してみようとする
教職員が増加した。

学力調査の自校採点の実施や本調
査の結果を基に、市内生徒の課題を
洗い出し、各学校での指導に役立て
た。

当該学年の11月までの履修事項が
出題の範囲となっている。令和５年
度は、昨年度より国語及び理科の平
均正答率が増加したものの、すべて
の教科で全国平均を下回っており、
結果を踏まえた授業改善や個別指導
による学びの定着が不十分な部分も
あることが要因と考えられる。

生徒が、何を学習したのかが自覚
できる授業を進めるための指導の継
続と、家庭学習の定着を図るための
取組の強化を図る。

そのために、令和２年度に作成し
た「登米市学習スタンダード」を全
教職員に配布し、教育支援センター
が中心となり「探求型授業」を全学
校で実施することで全教科の学力向
上を図る。

また、中学校では英語科と数学科
が課題ではあるが、まずは数学科に
ついて、令和６年度より１・２年生
で年に２回の調査を実施すること
で、課題解決が図れるようにする。

実績

※（　）の値は暫定値もしくは
遡及修正があった場合の修正前の数値

【参考】
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の
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野
名
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別
政
策
名

 
№

 
総
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戦
略
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標

 
番
号

指標項目 指標の説明
単
位
等

担当課（室）
当該年度に実施した目標達成のため
の具体的な取組内容（事業名、事業
内容など）

目標に対する実績値が良かった要
因、悪かった要因

目標に対する実績値を向上するため
に今後どのような取組（施策及び対
策）を行うか

備考

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

令和
７年度

１
　
生
き
る
力
と
創
造
力
を
養
い
自
ら
学
び
人
が
「

そ
だ
つ
」

ま
ち
づ
く
り

子
ど
も

子
育
て
支
援
の
充
実

教
育
の
充
実

4 －
標準学力調査
における全国
平均との対比

教育部
活き生き学校支援
室
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第二次登米市総合計画基本計画に掲げる施策の成果指標と実績検証

目標

平成
26年度

平成
27年度

実績

※（　）の値は暫定値もしくは
遡及修正があった場合の修正前の数値

【参考】

 
ま
ち
づ
く
り
の

 
基
本
政
策

 
政
策
の
分
野
名

 
個
別
政
策
名

 
№

 
総
合
戦
略
指
標

 
番
号

指標項目 指標の説明
単
位
等

担当課（室）
当該年度に実施した目標達成のため
の具体的な取組内容（事業名、事業
内容など）

目標に対する実績値が良かった要
因、悪かった要因

目標に対する実績値を向上するため
に今後どのような取組（施策及び対
策）を行うか

備考

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

令和
７年度

％
(男)

100.1 97.8 100.8 105.3 98.4 99.8 - 100.0 99.0 98.4

％
(女)

101.7 102.2 100.5 103.6 102.2 102.7 - 102.8 104.6 99.4

％
(男)

100.4 97.2 96.2 101.2 98.6 101.7 - 100.0 105.2 101.6

％
(女)

97.0 98.7 95.8 94.0 99.0 100.2 - 100.6 102.2 106.8

－

学校生活上の影
響などにより長
期欠席している
小学校児童の割
合

％ 0.5 0.4 0.6 0.4 0.6 0.6 0.9 1.6 1.8 4.0 0.2
教育部
活き生き学校支援
室

「安心して過ごせる学校を目指し
て」調査を年２回実施、hyper-QUに
ついても年２回の実施、さらに、生
活アンケート調査を毎月実施し、い
じめの早期発見に努めた。

ＳＳＷ（スクールソーシャルワー
カー）２名をケアハウスに配置し、
不登校等への相談体制を強化した。

また、ケアハウス職員とＳＳＷが
市内の全小学校を訪問し、各校の不
登校等の状況把握とＳＳＷの活用の
周知を図った。

ＳＳＷは、学校からアプローチが
難しい家庭に介入して家庭の問題を
把握し、適切な外部機関につなげる
など効果があった。

「行きたくなる学校づくり」を展
開し、小中学校が連携した居場所づ
くり・絆づくりに取り組み、不登校
の未然防止に努めた。

各校でケース会議、心の相談員、
訪問指導員等の相談事業を実施し
た。

今年度も児童の不登校解消を目的
として、中学校区ごとに、幼稚園と
小学校の情報交換や、各園・各校の
取組等について情報の共有を図っ
た。

また、個別に児童支援を行うため
のケース会議を実施したり、心のケ
アハウス担当者が各校を訪問し、各
校の不登校の状況や傾向について、
さらには対応策等について確認を
行った。

以上のような取組を行ったが、小
学校では全国、宮城県の傾向と同様
に低学年での不登校児童数が増加傾
向であった。

要因は多岐にわたっているが、人
との関わりや家庭の問題を抱えてい
る児童が増加している。ケースが多
様であることや、個別支援が必要な
児童がいることなどで、担任が一人
一人に手厚い支援を行うことが難し
い現状がある。

感染症回避の考えから、学校を休
むことに対する意識が変わっている
ことも一因として考えられる。

小学校１年生が認定こども園や幼
稚園等との違いに適応できずに起き
る、いわゆる「小１プロブレム」の
解消を目的とした、幼・小の連携
や、子育て支援、地域の福祉関係と
の連携、教員のカウンセリング能力
向上の研修会などを行い、児童の不
登校の減少に努めていく。

訪問指導員等、相談機関の充実を
図る。

ケアハウス職員を交えたケース会
議の開催や、早期にケアハウスやけ
やき教室と連携したところ、学校復
帰を果たした児童がいたため、学校
と適応指導教室との連携を一層強化
していく。

学校内のケース会議で不登校児童
のアセスメントをもとにしたケース
会議を開催するよう投げかけてい
き、児童一人一人の状況にあった支
援が展開できるようにする。

心のケアハウス担当者、ＳＳＷに
よる学校訪問を行い、不登校対策等
の情報を提供することで、新たな不
登校児童を作らないよう未然防止に
つなげる。

hyper-QU（より
よい学校生活と友
達づくりのための
児童へのアンケー
ト）

－

学校生活上の影
響などにより長
期欠席している
中学校生徒の割
合

％ 3.1 4.2 4.7 4.1 3.8 3.3 2.9 4.9 6.7 7.7 2.2
教育部
活き生き学校支援
室

「安心して過ごせる学校を目指し
て」調査を年２回実施、hyper-QUに
ついても年２回の実施、さらに、生
活アンケート調査を毎月実施し、い
じめの早期発見に努めた。

ＳＳＷ２名をケアハウスに配置
し、不登校等への相談体制を強化し
た。

また、ケアハウス職員とＳＳＷが
市内の全中学校を訪問し、各校の不
登校等の状況把握とＳＳＷの活用の
周知を図った。

ＳＳＷは、学校からアプローチが
難しい家庭に介入して家庭の問題を
把握し、適切な外部機関につなげる
など効果があった。

「行きたくなる学校づくり」を展
開し、小中学校が連携した居場所づ
くり・絆づくりに取り組み、不登校
の未然防止に努めた。

各校でケース会議、心の相談員、
訪問指導員等の相談事業を実施し
た。

生徒の不登校解消を目的として、
中学校区ごとの会議を開き小学校と
中学校の情報交換や、各校の取組等
について情報の共有を図った。

「安心して過ごせる学校を目指し
て」調査で生徒の心理状態を含めた
いじめの状態を把握し解決を探ると
ともに、hyper-QU調査を実施し学級
毎及び個人に対し生徒の状況にあっ
た指導を実施した。

心のケアハウス担当者とＳＳＷが
各校を訪問し、各校の不登校の状況
や傾向について、さらには対応策等
について確認を行った。

また、別室登校生徒への心サポー
ト・学びサポートを行った。

「行きたくなる学校づくり」の実
践により、不登校の未然防止を図っ
た。

しかし、中学校でも全国・宮城県
の傾向と同様に不登校生徒数が増加
傾向であった。

要因は多岐にわたっているが、感
染症回避の考えから、学校を休むこ
とに対する意識が変わっていること
も一因として考えられる。

心のケアハウス事業を継続し、不
登校生徒への訪問や学習支援等を行
い、中学校との連携を深めた不登校
対策を実施する。

また、地域の福祉関係やフリース
クールとの連携や、教員のカウンセ
リング能力向上の研修などを行い不
登校の減少に努めていく。

訪問指導員等、相談機関の充実を
図る。

ケース会議を開催し、生徒一人一
人の状況にあった支援を展開してい
く。

hyper-QU（より
よい学校生活と友
達づくりのための
生徒へのアンケー
ト）
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5

－

体力・運動能
力調査におけ
る全国平均と
の対比

小学校児童の体
力・運動能力の
全国平均との比
較 （ 小 学 ５ 年
生）

103.0
教育部
活き生き学校支援
室

体力運動能力調査の実施により、
自らの体力運動能力の状況を知ら
せ、運動への意識付けを図った。

男女とも前年度を下回っている。
コロナ禍による運動機会の減少など
の影響もあるものと考えられる。

健康的な成長・発達、体力の向上
を目指し、学校体育を充実させると
ともに、家庭や関係団体と連携しな
がら生活習慣の改善を図り、体力強
化の指導が充実するよう学校への働
きかけを続ける。

－

中学校生徒の体
力・運動能力の
全国平均との比
較 （ 中 学 ２ 年
生）

103.0
教育部
活き生き学校支援
室

体力運動能力調査の実施により、
自らの体力運動能力の状況を知ら
せ、運動への意識付けを図った。

女子は目標値を超えている。特に
中田中学校では宮城県内でも高位の
結果となり、取組が宮城県の報告書
にて紹介されている。

健康的な成長・発達、体力の向上
を目指し、学校体育を充実させると
ともに、家庭や関係団体と連携しな
がら生活習慣の改善を図り、体力強
化の指導が充実するよう学校への働
きかけを続ける。

6

小・中学校で
の 不 登 校 児
童・生徒出現
率

－ 3 －



第二次登米市総合計画基本計画に掲げる施策の成果指標と実績検証

目標

平成
26年度
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担当課（室）
当該年度に実施した目標達成のため
の具体的な取組内容（事業名、事業
内容など）

目標に対する実績値が良かった要
因、悪かった要因

目標に対する実績値を向上するため
に今後どのような取組（施策及び対
策）を行うか

備考

平成
28年度
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29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

令和
７年度

子
ど
も

教
育
の
充
実 7 10

分かりやすい
授業の展開度

全校生徒へのア
ン ケ ー ト 結 果
で、「良く分か
る・分かる」の
割合

％ 89.8 91.2 92.0 92.0 94.8 93.8 92.8 93.3 94.0 94.5 95.0
教育部
活き生き学校支援
室

授業のはじめに学習内容を確認し
たり、授業の終わりに学んだことを
確認したりするなどの授業スタイル
を意識して授業を進めた。

デジタル教科書や大型モニターな
どＩＣＴ機器を活用し、児童・生徒
に興味を持たせ、分かりやすい授業
を更に展開した。

コロナウイルス感染予防のため制
限されていたグループ学習などが
徐々に解除され、従来どおりの授業
を展開できるようになってきてお
り、前年度より高い割合となった。

子ども達自身が、何を学習したの
か、何ができるようになったのかが
自覚できる授業の継続、ＩＣＴ機器
の整備及び教員の研修の充実、市独
自の授業スタイル「登米市学習スタ
ンダード」の活用を図っていく。

8 －
生涯学習事業
への参加者数

全市民を対象と
した生涯学習事
業への参加者数

人 21,605 19,334 18,400 13,510 15,369 16,468 330 812 3,643 12,247 20,000
教育部
生涯学習課

生涯学習に取り組む方々の成果を
披露する場として、指定管理する各
公民館等の事業において、発表会、
展示会や文化祭等を開催した。

新型コロナウィルス感染症が５類
に移行され、発表会、展示会、文化
祭等が再開されたことにより前年度
と比較して参加者数が増加した。

しかし、季節型インフルエンザの
流行による事業の中止などにより、
対象20事業のうち16事業の開催と
なったため、目標値を下回った。

公民館事業での各種講座や教室の
充実を図り、生涯学習に取り組む
方々の増加と発表会等の機会の提供
に努める。

また、指定管理者と市において、
発表会等の周知に努め参加者の増加
を図る。

9 －
学校支援ボラ
ンティアの参
加者数

学校支援ボラン
ティアの登録者
数

人 389 434 466 467 499 493 537 497 459 459 500
教育部
生涯学習課

各教育事務所の協働教育地区コー
ディネーターが、ボランティアだよ
りを発行するなどして、学校支援ボ
ランティアの登録者数の増加を図っ
たほか、学校との連携のもと、登下
校時の児童生徒の安全確保と防犯活
動などに取り組んだ。

協働教育地区コーディネーターを
中心として、学校支援ボランティア
の掘り起しにより、新規登録者が増
加した一方で、登録者の高齢化によ
り、年度更新しないボランティアも
いたため、登録者数は横ばいとなっ
た。

学校ごとのニーズを把握し、協働
教育地区コーディネーターを中心と
して、各地域内おいてボランティア
の掘り起しに取り組み、登録者の増
加を図る。

日常的な運動の
習慣化につなが
る小学生の各種
スポーツ少年団
への加入率

％ - - 25.3 25.3 25.4 25.1 22.1 22.9 23.1 25.7 27.7
教育部
生涯学習課

市内スポーツ少年団の一覧を作成
し、学校を通じて各家庭への情報提
供とともに、種目別協議会において
は体験会を実施し団員の確保に努め
た。

また、指導者・母集団や県スポー
ツ少年団と連携した研修会の開催な
ど、加入率向上の取組を行った。

団活動や大会、スポーツイベント
などがコロナ禍前の開催状況となっ
たことから、スポーツを見る、触れ
るきっかけが増えたことによる、ス
ポーツへの感心の高まりなどによ
り、前年と比較すると加入率は増加
したと考えられる。

学校、体育館、公民館施設等へポ
スターやパンフレットを配布するほ
か、単位団による活動内容や体験会
のＰＲを行い、子どもたちがスポー
ツに興味を持ち、スポーツ少年団へ
の加入につながるよう啓発を行う。

また、スポーツ少年団本部や種目
別協議会などの活動を支援し、加入
率向上を図っていく。

日常的な運動の
習慣化につなが
る中学生の各種
スポーツ少年団
への加入率

％ - - 44.5 42.9 44.9 43.6 41.9 41.9 40.1 42.1 45.2
教育部
生涯学習課

指導者・母集団合同研修を開催
し、部活動地域移行について、先進
事例や課題など、今後のスポーツ少
年団が担う役割について情報を共有
した。

また、関係団体と連携しスポーツ
少年団への加入率向上に努めた。

団活動や大会、スポーツイベント
などがコロナ禍前の開催状況となっ
たことから、スポーツを見る、触れ
るきっかけが増えたことによる、ス
ポーツへの感心の高まりなどによ
り、前年と比較すると加入率は増加
したと考えられる。

スポーツの魅力を広めることで、
運動部活動とスポーツ少年団の加入
につながるようチラシ等による啓発
を行う。

また、スポーツ少年団各支部等と
連携し、活動内容を広く周知するな
どの取組により加入率向上を図って
いく。

11 －

総合型地域ス
ポーツクラブ
事業への参加
者数

総 合 型 地 域 ス
ポーツクラブ事
業への参加者数

人 50,802 53,366 53,745 53,801 58,950 58,219 36,896 40,432 49,788 54,027 66,000
教育部
生涯学習課

総合型地域スポーツクラブにおい
て各種教室を開催し、地域スポーツ
活動の推進や参加者数の増加に努
め、心身の健康づくり、スポーツ活
動の維持、継続を図った。

スポーツ活動による健康づくりへ
の意識の高まりと、活動制限の解除
によりコロナ禍前とほぼ同程度まで
参加者数は回復した。

誰もが気軽にスポーツに親しむこ
とができる環境づくりを推進する。

また、各種スポーツ教室の開催に
ついて広く市民へ周知し、参加者を
募る。

12 －
スポーツ少年
団登録指導者
数

スポーツ少年団
活動を支える指
導者数

人 630 607 624 619 628 620 428 379 390 360 650
教育部
生涯学習課

指導者協議会運営委員会及び育成
員部会を中心に、指導者及び育成母
集団（保護者）を対象とした研修会
を開催したほか、指導者として（公
財）日本スポーツ協会への登録を要
する「スタートコーチ」養成講習を
受講し、指導方法についての情報交
換等を行い、資質の向上並びに指導
者の確保に努めた。

指導者登録制度の改正により役
員・スタッフが指導者と区別された
たことや、新資格への移行手続きが
完了していない指導者が多いことが
目標値を下回った主な要因と考えら
れる。

（公財）宮城県スポーツ協会等と
連携し、指導者・母集団研修会、ス
タートコーチ講習会を実施すること
で、公認指導者資格取得の促進を図
り、指導者数の増加と後継者の育成
に努める。

生
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実

10 －
スポーツ少年
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13 －
文化施設への
入場者数

各文化施設への
入場者数（登米
祝祭劇場・歴史
博物館・石ノ森
章太郎記念館・
高 倉 勝 子 美 術
館）

人 160,551 179,481 163,539 159,827 144,033 156,390 40,861 91,910 110,848 122,088 169,000
教育部
生涯学習課
文化財文化振興課

各施設で企画展やイベント等を実
施し、併せて、ＳＮＳによる情報発
信等の広報活動を行い、入館者数の
増加に努めた。

令和３年度から入場者数は増加傾
向にある。各施設とも新型コロナウ
イルス感染症対策により休止してい
た事業を再開したことなどにより前
年度を上回った。

各施設の特徴を活かし、集客につ
ながる魅力的な企画展やイベント等
を創出していく。

また、ＳＮＳ等によるきめ細かな
広報活動を引き続き行っていく。

14 －
文化財保護団
体等の会員数

市指定無形民俗
文化財保護団体
等会員数

人 1,018 961 953 980 875 860 838 825 825 820 900
教育部
文化財文化振興課

指定無形民俗文化財等の保持団体
に対して補助金を交付した。

また、地域伝承文化振興事業につ
いては、市民俗芸能大会や定期公演
等の事業を実施した。さらに、米川
の水かぶりへの支援や無形民俗文化
財等の動画配信による情報発信、登
米市の地域伝承文化を紹介したガイ
ドブックの配布、伝承団体による小
中学校等への指導・出前公演等を
行った。

近年、担い手の高齢化と少子化に
よる後継者不足のため、会員数が減
少傾向にある。担い手育成のための
事業への支援や発表の場の提供など
により実績は横ばいとなっている。

市補助金を交付するほか、国・県
の補助事業や民間団体の助成事業を
積極的に活用し活動を支援するとと
もに、地域伝承文化振興事業によ
り、情報発信や発表の場の提供を
行っていく。

15 －
国際化推進事
業参加者数

国際理解を深め
るための講座や
国際まつり等の
異文化交流イベ
ントへの参加者
数

人 1,618 1,247 1,525 1,389 1,391 1,306 251 487 471 558 2,000
まちづくり推進部
市民協働課

登米市国際交流協会に補助金を交
付し、市民の国際交流事業参加機会
の充実を図った。
　・日本語講座　　 159人
　・中国語講座　　 91人
　・国際交流会　　 259人
　・英会話教室　　 39人
　・外国人相談　　 10人

新型コロナウイルス感染症拡大の
影響により、海外への渡航が制限さ
れたことや各種イベントが中止と
なったことで、交流イベントへの参
加者数は激減し、徐々に回復傾向に
はあるものの、コロナ禍前の水準に
は至っていない。

多文化共生社会の形成に向けて、
国際理解を深めるための取組や人材
育成など、市民の国際意識の高揚は
不可欠であることから、関係団体と
連携しながら取組を推進する。

また、コロナ禍による制限も解除
されたことから、交流イベント等市
民が国際理解を深める機会を積極的
に周知し、国際化推進事業への参加
者数の増加を図る。

16 －
国内交流事業
参加者数

国内姉妹都市と
の交流事業参加
者数（登米市民
のみ）

人 46 45 52 54 53 52 0 0 5 55 100
まちづくり推進部
市民協働課

富山県入善町との姉妹都市交流事
業として、はっとフェスへは入善町
から４名が参加し、入善ラーメンま
つりへは本市から６名が参加して、
本市の物産ブース出展による特産品
の販売や姉妹都市のＰＲを行った。
その他夏季交流事業の受入、扇状地
マラソンIN入善への派遣を行った。

新型コロナウイルス感染症拡大の
影響により、令和２年度より派遣事
業を中止していたが、令和５年度よ
り受入・派遣事業を再開した。入善
ラーメンまつりでは２日間のイベン
ト期間中に多くの方が本市のブース
を訪れ特産品が完売するなど、イベ
ント参加者に広く本市をＰＲするこ
とができた。

児童・生徒の派遣・受入交流事業
や、イベント相互交流などの姉妹都
市交流事業に継続して取り組むとと
もに、現在米山地区に限定している
交流の有り方についても検討してい
く。

また、文化・観光など幅広い分野
の交流拡大に向け、引き続き入善町
担当者との連絡調整を行う。
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当該年度に実施した目標達成のため
の具体的な取組内容（事業名、事業
内容など）

目標に対する実績値が良かった要
因、悪かった要因

目標に対する実績値を向上するため
に今後どのような取組（施策及び対
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元年度

令和
２年度
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４年度

令和
５年度

令和
７年度

年
(男)

76.6 79.0 (78.7) (78.6) (78.2) (78.4) (78.8) (79.2) - - 79.1

年
(女)

82.3 83.9 (84.1) (84.0) (83.6) (83.4) (83.3) (83.5) - - 84.7

18 －
初期研修医の
受入数

基幹型臨床研修
病院の指定後に
受入れする各年
度の初期研修医
数

人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
医療局
経営管理部
経営企画課

令和６年度研修医受入れに向けて
次の取組を行った。
　・市民病院ホームページの充実
　・研修医向け情報サイトの活用
　・パンフレットの作成
　・病院説明会・見学会の開催

令和５年度は、令和４年度の受入
れに向けた取組の効果により、３人
の初期研修医を受入れることができ
た。

また、令和５年度の受入れに向け
た各種取組により、令和６年度には
さらに３人が増加し、６人となる見
込みである。

病院情報のホームページや研修医
の情報サイトに情報掲載するなどの
取組のほか、病院見学の際は指導医
が医学生を実際の医療現場に案内す
るなど、研修医の受入れに積極的に
取り組む。

19 24
普通救命講習
等受講者数

心肺蘇生法等、
応急手当の普及
啓発のための講
習受講者数

人 6,221 6,095 6,139 5,416 5,852 6,053 1,582 776 2,048 3,025 3,500
消防本部
警防課

市内企業、各種団体や学校等にお
ける普通救命講習等の実施に加え、
広報紙やホームページ、公式ＬＩＮ
Ｅを利用してこれまでよりも広く周
知・募集を行い、一般公募による普
通救命講習等を実施した。

新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止対策として、会場の広さに
応じて受講者数を制限したことによ
り、目標値には到達できなかった。

新型コロナウイルス感染症の感染
症法上分類が５類に移行したことか
ら、必要な感染防止対策を講じなが
ら、受講者数の制限をせずに普通救
命講習会等を実施していく。

20 － 要介護認定率

１ 号 被 保 険 者
（ 65歳以上）に
対する要介護・
要支援者の割合

％ 20.97 21.11 21.16 20.78 20.92 20.59 20.35 20.18 20.37 20.64 19.99
福祉事務所
長寿介護課

地域における介護予防活動の拠点
として「ミニデイサービス・シニア
サロン事業」のボランティア活動支
援などで日常動作訓練、生活援助等
のサービス提供を行った。

【ミニデイサービス・シニアサロン
　事業】
　・実施回数　　  3,138回
　・延べ参加人数 23,114人

高齢者の生きがい生活の助長、心
身機能の維持向上、社会的孤立感の
解消が図れた。

ミニデイサービス・シニアサロン
事業など、介護予防や在宅生活の継
続につながる事業を実施するととも
に、介護サービスの適切な提供によ
る重度化防止の取組を継続する。

21 －

在宅生活者を
対象とした障
が い 者 福 祉
サービス支給
件数

自宅やグループ
ホームに居住す
る障がい者の生
活を支援するた
めのヘルパーや
通所サービスの
支給件数

件 983 1,026 1,090 1,126 1,129 1,202 1,228 1,254 1,264 1,327 1,430
福祉事務所
生活福祉課

障がい福祉サービスの周知や相談
支援事業により、利用者ニーズに即
したサービス提供に努めた。

また、事業所を対象とした研修等
を開催し、支援者のスキルアップ及
び事業所との連携強化に努めた。

相談支援事業等により、就労継続
支援Ａ型や就労継続支援Ｂ型等の
サービス利用につながったことで、
支給件数が増加した。

これまでの実績値を踏まえ、個々
の利用者がニーズに即したサービス
を受けることができるよう、関係機
関の連携強化や人材育成等に取り組
み、相談支援体制の充実・強化を図
る。

生
活
支
援
の
充
実

22 － 生活保護率

人口1,000人当た
りの生活保護受
給者の比率（千
分比）

‰ 8.02 8.06 8.02 8.46 8.57 8.67 8.43 8.21 8.07 8.05 8.01
福祉事務所
生活福祉課

生活困窮者自立相談支援事業によ
り、困窮者を対象に生活保護に至ら
ないよう自立に向けた支援を実施し
た。

生活保護世帯の稼働年齢にある者
（15～64歳）を対象とした就労自立
促進事業及び被保護者就労支援事業
（就労支援員による支援）に取り組
み、就職と増収による生活保護から
の脱却を図った。

生活困窮者自立相談支援事業の相
談支援により、生活保護に頼ること
なく自立に結びついている。

一方、生活保護世帯の稼働年齢に
ある者（15～64歳）を対象として実
施している就労自立促進事業及び被
保護者就労支援事業については、就
労支援員とケースワーカーが連携し
て就労支援を講じているものの、就
労意欲の減退、引きこもり、社会的
孤立など複合的な課題を抱えている
被保護者の増加により目標とする保
護率に達していない。

生活保護に陥らないためには、生
活困窮者を早期から支援することが
効果的であることから、広報・周知
方法等を改善しながら生活困窮者自
立相談支援事業及び生活困窮者就労
準備支援事業等による生活困窮者支
援の充実を図る。

生活保護被保護者の自立に向けて
は、就労自立促進事業及び被保護者
就労支援事業による就労支援の充実
を図るとともに、就労支援員の支援
方法の検討及び支援スキルの向上に
取り組むことで、被保護者数の減少
を図り、保護率の低下を目指してい
く。

また、必要な方へは必要な保護を
行い、適切な支援につなげていく。

健
康
・
医
療

健
康
づ
く
り
の
推
進

17 －
市町村健康寿
命

地
域
医
療
・
救
急
体
制
の
充
実

福
祉
・
生
活

社
会
福
祉
の
充
実

健康上の問題が
ない状態で日常
生活を送れる期
間で、要介護２
以上の認定者を
除いたもの

市民生活部
健康推進課

健康診査、保健指導等により自ら
の健康状態に関心を持ち、自ら食生
活の改善や運動などによる健康づく
りに取り組めるよう環境整備を行っ
た。
【元気とめ！健康セミナー】

健康づくり宣言を地域に広め健康
意識の高揚と継続を図るため、市
民、関係組織等と協力して健康情報
の発信を行った。
【健康ウォーキング事業】

運動習慣の定着を目的に、ウォー
キングコースマップを支所窓口に設
置し、普及啓発に努めた。

また、イオンタウン佐沼を会場に
「タウンウォーキング」を実施し
た。
　開催：８回　参加人数：延178人
【介護予防普及啓発事業】

介護予防活動リーダーの育成や地
区組織活動を支援することで、地域
ぐるみの健康づくりに取り組んだ。

　令和２年度には健康寿命、平均寿
命とも男性は少し伸びているが、女
性はほぼ横ばいで経過。男女とも県
内でもメタボ該当者や血圧高値者が
多い等の健康課題があり、心疾患、
脳血管疾患による標準化死亡比が高
い状況にある。運動習慣は少し増え
たが男女とも肥満者の割合は依然高
い状況にある。
　コロナ禍で十分な地域活動ができ
なかったことや、健康習慣の改善、
生活習慣病予防を図る啓発、周知不
足等が要因と考えられる。コロナ禍
の行動制限がなくなったことで、地
域活動も増えてきているが、短期間
で評価する指標ではないため、今後
のデータの推移を注視し市民へ啓発
を図る必要がある。

これまでの事業を更に推進し、運
動習慣の定着や生活習慣病の予防対
策及び介護予防活動リーダーの育成
などによる地域ぐるみの健康づくり
に努める。

また、適塩や野菜摂取アップなど
の食生活・生活習慣の改善につなが
るよう、組織や関係機関と連携し、
支所単位で健康講座及びブロック単
位での健康セミナーなどを実施し、
身近な場所での啓発に努める。

健康寿命の数値
は、５年ごとに実
施される国勢調査
の数値を使用して
いるため算出でき
ない。

平成28～令和３
年度実績は、厚生
労働科学研究班に
よる「健康寿命の
算定プログラム」
を用いて宮城県健
康推進課で算出し
ている推定値であ
る。
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目標

平成
26年度

平成
27年度

実績

※（　）の値は暫定値もしくは
遡及修正があった場合の修正前の数値

【参考】
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号

指標項目 指標の説明
単
位
等

担当課（室）
当該年度に実施した目標達成のため
の具体的な取組内容（事業名、事業
内容など）

目標に対する実績値が良かった要
因、悪かった要因

目標に対する実績値を向上するため
に今後どのような取組（施策及び対
策）を行うか

備考

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

令和
７年度

23 －

生活保護から
就労により脱
却した延世帯
数

就労による収入
増加、及び就労
開始に伴い生活
保 護 が 廃 止 と
なった延世帯数

世帯 - 8 6 11 19 27 29 34 35 37 60
福祉事務所
生活福祉課

生活保護世帯の稼働年齢にある者
（15～64歳）を対象とした就労自立
促進事業及び被保護者就労支援事業
（就労支援員による支援）に取り組
み、就職と増収による生活保護から
の脱却を図った。

生活保護世帯の稼働年齢にある者
（15～64歳）を対象として、被保護
者就労支援事業における就労支援員
とケースワーカーが連携して就労支
援を講じているものの、就労意欲の
減退、引きこもり、社会的孤立など
複合的な課題を抱えており直ちに一
般就労につながらいないことが多
く、目標とする保護の脱却数には達
していない。

生活保護被保護者の自立に向けて
は、就労自立促進事業による就労支
援の充実を図るとともに、就労支援
員の支援方法を検討し取り組むこと
で、就労による保護廃止を目指して
いく。

24 －
国保特定保健
指導実施率

特定健康診査受
診により動機付
け支援・積極的
支援の対象とさ
れた者のうち、
動機付け支援・
積極的支援の指
導プログラムを
実施した者の割
合

％ 6.3 8.5 9.0 8.0 7.4 6.8 12.0 13.9 14.2 (17.9) 17.0
市民生活部
国保年金課

特定保健指導の必要性と基準につ
いて理解していただくため、特定健
康診査の結果通知に、特定保健指導
チラシを同封して情報提供を行うと
ともに、特定保健指導の対象となっ
た方には個別に案内通知を送付し
た。

令和２年度より特定保健指導の重
点地区を設定し、健診会場での初回
面接分割を実施しており、令和５年
度は中田（浅水会場のみ）、東和、
米山、津山、迫地区において実施し
た。（５地区11会場）

特定保健指導積極的支援終了者に
対し、登米市民病院においてフォ
ロー健診を実施した。

特定健康診査の受診率は、特定健
康診査開始以来、県内上位を維持し
ているが、特定保健指導実施率は、
条件である指導期間が６か月以上か
ら３か月以上と短くなったにもかか
わらず下がっている状況であった。

このため、令和２年度より初回面
接分割の取組を継続して実施してい
る。令和５年度は重点地区を前年度
よりも２地区６会場増やしたことで
実施率の向上が図られた。

特定健康診査の結果、特定保健指
導の対象となった方が自ら生活習慣
改善の必要性に気付き、目標を立て
て実行するまでの支援に努めるとと
もに、特定保健指導に参加しやすい
体制づくりを目指し、健康推進課及
び総合支所と連携して取り組む。

また、令和６年度についても、重
点地区（４地区11会場）を設定し、
実施率の向上を図る。

目標を達成したが、令和８年度に
特定保健指導実施計画の中間評価を
行うため、目標値はその際に検討す
る予定。

実績欄の令和４
年度実績は、暫定
値であったため、
法定報告値が確定
したことから修正
した。

令和５年度実績
は、法定報告値が
確定していないこ
とから令和６年３
月末時点の暫定値
で記載している。

25 25
防災指導員配
置率

自主防災組織の
リーダーとなる
防災指導員の配
置割合

％ 70.9 76.9 79.9 81.9 80.6 82.0 83.0 82.6 83.3 87.3 100.0
総務部
防災危機対策室

県防災指導員養成講習について自
主防災組織へ周知・募集を行ったほ
か、婦人防火クラブを通じて開催を
周知し女性の受講促進を図った。

すべての自主防災組織及び婦人防
火クラブに対し講習案内を通知する
等申込を募る範囲を広げたことによ
り、受講者数は増加したものの、目
標達成には至らなかった。

消防庁が主催する自主防災組織担
当職員研修を受講するなど、自主防
災組織の活動への助言等の技術を習
得し、活動を促すほか、指導員未配
置の組織には指導員配置の必要性に
ついて説明を行うなど、積極的な受
講促進に努めていく。

26 －
住宅用火災警
報器適正設置
率

住宅火災の早期
覚知のための住
宅用火災警報器
の適正設置の割
合

％ 56.7 55.9 53.5 49.0 55.7 57.1 56.6 58.3 63.2 63.5 100.0
消防本部
予防課

広報紙及びラジオを通じて、設置
推進を継続して呼びかけ、適正設置
率の向上を図った。

また、市内の大型物販店や防火管
理講習の場でリーフレットや普及啓
発グッズを配布し、適正設置向上に
努めた。

さらに、火災予防運動期間中に
は、市内各総合支所に出向き、来所
者に設置に関するアンケートをと
り、未設置の世帯には直接設置を呼
びかけた。婦人防火クラブでは設置
促進用のぼり旗を持ち街頭広報を実
施し、普及啓発に努めた。

火災予防運動期間中の一般家庭及
び高齢者世帯の防火診断時における
普及啓発が実施できていない状況で
あり、期待する適正設置率の向上に
は至らなかった。

今後も広報紙、ラジオ及びホーム
ページ等のメディアを通しての広
報、火災予防運動期間中の普及啓発
活動を継続的に実施していくととも
に、防火講習会やイベント等を開催
し、市民に直接呼びかける機会を増
やして適正設置率の向上に努める。

また、外郭団体で進めている住宅
用火災警報器普及支援事業を活用す
ることで、適正設置率の向上を図っ
ていく。

27 －
刑法犯認知件
数

警察が把握した
登米市内におけ
る刑法等の犯罪
件数

件 551 369 332 326 311 282 225 154 247 309 252
市民生活部
市民生活課

防犯指導隊・防犯協会等防犯関係
団体による防犯パトロールなどの防
犯啓発活動を行った。

刑法犯認知件数はコロナ禍の収束
とともに増加の傾向に転じている。

防犯関係団体による防犯パトロー
ルなどの地域と密着した防犯啓発
は、犯罪の抑止に一定の効果がある
と考える。今後も継続して関係団
体、警察署と連携し、啓発活動に努
める。

28 －
交通事故発生
件数

警察が把握した
登米市内におけ
る人身交通事故
件数

件 309 271 271 205 182 149 118 95 104 110 132
市民生活部
市民生活課

交通安全指導隊・交通安全協会・
交通安全母の会等交通安全関係団体
による街頭指導などの交通安全啓発
活動を行った。

事故発生件数は前年と比較し増加
したが、近年の交通事故発生件数は
減少の傾向を継続しており、関係機
関と連携して実施した交通安全啓発
活動などが、交通事故の防止に一定
の効果があったものと考える。

今後も継続して警察署や関係団体
と連携し、啓発活動に努める。
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当該年度に実施した目標達成のため
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内容など）

目標に対する実績値が良かった要
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５年度

令和
７年度

29 34 農業産出額

登米市における
農業生産活動に
よる農業生産物
の総産出額

百万円 27,929 29,863 31,827 32,894 33,641 33,549 32,712 29,911 30,017 32,721 36,500
産業経済部
産業総務課

農業用機械の導入推進等により、
農業生産性の向上や経営の効率化を
図るとともに、設備投資の負担を軽
減し、地域農業の中心となる経営体
の育成に取り組んだ。

畜産業における飼養頭数の増頭や
主食用米の作付面積の増加等によ
り、総産出額は327億2,100万円とな
り、前年比27億400万円増となった。

本市農業推進の基本指針である農
業振興ビジョンに基づき、各種施策
を効果的、効率的に実施していく。

令和４年度実績
は、農林水産省公
表（令和６年３月
14日）の市町村別
農業産出額と整合
性をとるため修正
した。

30 30
担い手への農
地集積率

地域の農用地利
用に占める担い
手の経営面積の
割合

％ 79.6 82.0 83.5 83.7 84.1 82.4 79.0 80.1 81.0 80.9 90.0
産業経済部
産業総務課

担い手の農地集積を促進するた
め、農地中間管理事業を活用して経
営面積を拡大した担い手へ「担い手
集積支援事業」による集積の推進を
図った。

平成26年度から始まった農地中間
管理事業が11年目に入り、農地中間
管理事業を活用した農地の貸借につ
いては減少傾向にある。令和５年度
は認定農業者数の減少等の影響か
ら、昨年度実績とほぼ横ばいで目標
値を下回る実績値となった。

次代を担う担い手の確保・育成を
図るとともに、担い手への農地集積
を促進するため、農地中間管理事業
を中心的な事業と位置づけ、経営面
積を拡大した担い手へ「担い手集積
支援事業」による集積の推進を図
る。また、令和７年３月まで市町村
が作成する「地域計画」の地域内の
農業を担う者に対する農用地の集
積・集約化を農業関係機関一体とな
り推進していく。

31 －
農産物直売所
販売額

登米市内の「産
直 施 設 」 及 び
「道の駅」の販
売総額

百万円 978 1,040 1,051 1,323 1,332 1,379 1,432 1,406 1,445 1,449 1,550
産業経済部
観光物産戦略課

顧客が安心して買い物ができる環
境をつくり、年間を通じた魅力ある
商品の品揃えと出品者数の確保を
図った。また、各種イベントを実施
し集客を図った。

コロナウイルス感染症が５類に移
行になったことに伴い、各施設でイ
ベントなどを開催したことにより、
８施設のうち５施設で前年度を上回
る売り上げとなった。

顧客のニーズに沿った品揃えの充
実やイベント開催などの集客対策を
行い、販売力の向上を図る。

32 － 素材生産額
登米市の丸太材
の素材生産額

億円 3.2 4.1 3.6 3.8 4.2 3.5 3.1 3.9 - - 4.8
産業経済部
農林振興課

みやぎの豊かな森林づくり支援事
業や林業・木材産業成長産業化促進
対策事業を実施し、森林整備を推進
した。

また、魅せる登米材活用促進事業
の実施により、市内産木材の需要拡
大を図り、素材生産額の向上に努め
た。

実績については、県統計の数値を
用いているため、令和３年度までの
実績となっている。

住宅着工戸数は減少傾向にあり、
津山木材センターの販売実績では、
素材販売価格も値下がり傾向となっ
ている。

引き続き林道・作業道等林業生産
基盤の整備、森林施業の集約化によ
る低コスト林業の推進を図るととも
に、森林認証による認証木材として
流通させることで差別化を図り、木
材需要の拡大を図っていく。

実績欄の「－」
書きは、実績とし
て使用している宮
城県市町村民経済
計算の数値の調査
結果の公表が約３
年後であり把握で
きない。（令和３
年度の結果は令和
６年度公表）

33 35
木材・木製品
出荷額

登米市の製造品
出荷額（従業者
４人以上）

億円 21.6 27.4 25.1 25.1 24.4 24.4 23.2 - - - 32.4
産業経済部
農林振興課

市内産材の需要拡大を推進するた
め、魅せる登米材活用促進事業に取
り組んだほか、令和４年度に加入し
たみなと森と水ネットワーク会議に
おいて、積極的なＰＲに努めた。

実績については、県統計の数値を
用いているために、令和２年度まで
の実績となっている。

令和５年度においては、米山地区
公共施設複合化施設へ認証材が活用
されるなど市内産木材の需要拡大に
つながっている。

魅せる登米材活用促進事業による
需要拡大を図るとともに、みなと森
と水ネットワーク会議に加入したこ
とを活かしたＰＲや県内外で開催さ
れる需要拡大フェアーへ参加し、積
極的なＰＲ活動を展開する。

実績欄の「－」
書きは、数値を使
用する工業統計調
査が経済構造実態
調査に移行したも
のの、調査結果の
公表が令和６年７
月公表となってい
るため把握できな
い。
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７年度

34 31
市の支援によ
る起業・創業
者数

登米市の支援を
活用し、起業し
た事業者数（累
計）

事業者 2 5 7 8 9 11 11 12 12 12 24
産業経済部
地域ビジネス支援
課

ビジネスチャンス支援事業（創業
支援）について、市広報紙やホーム
ページ、フェイスブックのほか、商
工会や金融機関等と連携して起業者
を公募した。

市広報紙やホームページほか関係
機関へのチラシ設置など可能な限り
の周知に努めたが、数件の相談が
あったものの、創業支援補助金につ
いては、事業の収益性・継続性・実
現可能性・地域への波及効果が確保
された事業計画の作成が必要なこと
もあり、当該年度の応募は無かっ
た。

市広報紙やホームページほか関係
機関へのチラシ設置や創業セミナ―
での呼びかけなどによる周知を行い
創業希望者の募集に努める。

また、創業希望者に対して事業計
画の作成等支援を伴走して行えるよ
う商工会等の関係機関と更なる連携
を深めていく。

35 －

市内企業等の
地域資源を活
かした新ビジ
ネスへの支援
件数

ビジネスチャン
ス支援事業によ
る支援件数（累
計）

件 209 260 328 370 405 431 462 480 497 508 731
産業経済部
地域ビジネス支援
課

市広報紙やチラシ、ホームページ
のほか、産業振興メールマガジンを
創設し、積極的にＰＲを行い、ビジ
ネスチャンス支援事業を実施した。

創業支援補助金については、相談
はあったものの、事業の収益性・継
続性・実現可能性・地域への波及効
果が確保された事業計画の作成が必
要なこともあり、当該年度の応募は
無かった。

一方、産業支援では、機械設備整
備支援や店舗イメージアップ事業、
商品開発支援の活用ニーズは高い傾
向にある。

活用のイメージが湧くような資料
を作成し、支援事業のＰＲに努め
る。

また、活用実績の状況やニーズを
把握し、支援内容について精査す
る。

36 33
６次産業化認
定事業者数

６次産業化法に
基づく認定事業
者数（累計）

事業者 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 25
産業経済部
地域ビジネス支援
課

６次産業化サポートセンター等関
係機関との連携により、アドバイ
ザー派遣等による支援を行い、生
産・加工・販売に取り組む農林業者
の６次産業化を推進した。

ビジネスチャンス支援事業の利用
者に対し６次産業化法に基づく認定
の声がけを行っているところである
が、加工・流通・マーケティング・
経営管理等の多岐にわたるノウハウ
やマンパワーが必要となることや認
定のメリットが少ないこともあり、
認定を目指す事業者は年々減少して
いる。

部局横断的に情報共有に努め、農
業法人を中心に、６次産業化法に基
づく認定を目指す事業者の掘り起こ
しに努めるとともに、地域の生産者
や企業が参画し、地域ぐるみで取り
組む６次産業化の取組を推進する。

37 － 商工業者数

商工会法に基づ
く決算資料（商
工会）の商工業
者数

人 3,684 3,650 3,645 3,583 3,571 3,556 3,450 3,450 3,426 3,429 3,460
産業経済部
地域ビジネス支援
課

既存事業であるビジネスチャンス
支援事業、中小企業振興資金融資、
ビジネスマッチング、企業立地促進
奨励金のほか、新型コロナウイルス
感染症の影響に対する事業継続の支
援を実施した。

概ね横ばいではあるが、全国的な
人口減少に加え、事業者の高年齢化
や事業承継問題により、増加には至
らない。

さらに、全国的な問題である新型
コロナウイルス感染症や物価高騰が
地域経済に大きな影響を及ぼしてい
ることも大きな要因となっていると
思われる。

事業のステップアップ支援や創業
支援、既存企業の育成や企業誘致
等、商工振興に向けた各種施策を推
進する。

引き続き、交付金等財源の状況を
注視しながら、物価高騰に必要な支
援策を検討する。

38 －
中小企業振興
資金融資実行
額

中小企業振興資
金融資申請に基
づく、設備資金
に係る融資実行
額

千円 181,650 132,360 172,600 163,060 136,380 134,630 59,800 97,780 99,180 197,255 210,000
産業経済部
地域ビジネス支援
課

市内取扱５金融機関及び３商工会
を通じた経営支援として、保証料や
利子の補給を付帯する当制度の活用
を促進した。

新型コロナウイルス感染症の影響
に伴う国施策融資の返済が第１次
ピークを迎えたことに伴い、新たな
運転資金（借換資金）としての需要
が大きいものの、影響が落ち着いた
事業者においては、設備資金の需要
が増加したため、融資件数が増加し
た。

今後も、金融機関や商工会と連携
し、振興資金制度の活用について意
見交換しながら、ＰＲや事業者の負
担軽減を図り、商工振興に向けた各
種施策を推進する。
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39 43 観光客数

宮城県観光客入
込数調査による
年間（１月～12
月）の登米市観
光客入込数

千人 2,666 2,710 2,744 2,981 3,243 3,471 2,453 2,753 2,583 2,807 3,651
産業経済部
観光物産戦略課

令和４年度に続き、「おかえりモ
ネ」セット展や森林セラピー体験等
のアフターモネ効果を持続させる取
組を展開した。

また、４年ぶりの開催となった東
北風土マラソン＆フェスティバルを
はじめとした市内イベントへのサ
ポートを通して、観光客入込数の底
上げに努めた。

令和３年10月に放送終了している
ことから「おかえりモネ」による誘
客効果は減少したものの、イベント
の再開による観光客の増加により観
光客入込数は微増となっている。

「みやぎの明治村」を中心とした
既存の観光コンテンツのブラッシュ
アップを図りつつ、近年需要が高
まっている体験型コンテンツ等の情
報発信に取り組む。

また、本市ならではの魅力を効果
的に情報発信するとともに、ワー
ケーション、ニューツーリズム等の
観光誘客につなげる取組を推進す
る。

40 44 宿泊観光客数

宮城県観光客入
込数調査による
年間（１月～12
月）の登米市宿
泊観光客数

千人 52 78 89 75 71 88 52 54 71 77 90
産業経済部
観光物産戦略課

令和４年度に続き、「おかえりモ
ネ」セット展や森林セラピー体験等
のアフターモネ効果を持続させる取
組を展開した。

また、４年ぶりの開催となった東
北風土マラソン＆フェスティバルを
はじめとした市内イベントへのサ
ポートを通して、入込客数の底上げ
に努めた。

令和３年10月に放送終了している
ことから「おかえりモネ」による誘
客効果は減少したものの、イベント
の再開による観光客の増加により観
光入込客数は微増となっている。

「みやぎの明治村」を中心とした
既存の観光コンテンツのブラッシュ
アップを図りつつ、近年需要が高
まっている体験型コンテンツ等の情
報発信に取り組む。

また、本市ならではの魅力を効果
的に情報発信するとともに、ワー
ケーション、ニューツーリズム等の
観光誘客につなげる取組を推進す
る。

41 28
製造品出荷額
等

工業統計、経済
センサス－活動
調査による登米
市の製造品出荷
額等（従業者４
人 以 上 の 事 業
所）

億円 845 1,189 1,179 1,226 1,328 1,409 1,259 1,259 1,164 (1,164) 1,493
産業経済部
地域ビジネス支援
課

市内企業の生産性向上に向けた設
備投資等への支援や、企業間等の意
見交換によるコミュニケーションづ
くりに取り組んだほか、東北地方の
企業が参加するビジネスマッチ東北
への出展を促進し、販路開拓や受注
拡大を図った。

令和５年度の実績は、直近のデー
タが令和３年経済センサスによる数
値であるため、令和４年度実績と同
じ数値を入力している。

市内企業の設備投資等への継続的
な支援と企業間等の交流を深める場
を創出していくとともに、商談会へ
の出展を促進し、情報発信及び販路
拡大につなげていく。

42 29 従業者数

工業統計、経済
センサス－活動
調査による登米
市の製造業従業
者数（従業者４
人 以 上 の 事 業
所）

人 4,746 5,581 5,536 5,865 5,955 6,263 5,943 5,847 4,995 (4,995) 6,413
産業経済部
地域ビジネス支援
課

企業の採用担当者と学校の進路指
導担当者との情報交換会や就職ガイ
ダンスを開催し、市内企業への就職
促進を行っている成果が雇用へとつ
ながっている。

また、来年度就職活動をする高校
２年生向けの企業ガイドブックを作
成、市内及び近隣の高校へ配布し、
市内企業の情報発信に取り組んだ。

令和５年度の実績は、直近のデー
タが令和３年経済センサスによる数
値であるため、令和４年度実績と同
じ数値を入力している。

工業団地への早期立地に向け、積
極的な誘致活動に取り組むととも
に、工場の新増設等を行った企業に
対し奨励措置を講じるなど、企業立
地の促進を図る。

また、地元高校生や一般就職者な
どを対象とした就職ガイダンスの開
催や企業ガイドブックの配布等によ
り、市内企業の人材確保と若者の地
元定着につなげていく。

43 27 誘致企業数
合併以降に市が
誘致した企業数
（累計）

社 11 12 14 14 16 18 19 19 19 19 27
産業経済部
地域ビジネス支援
課

企業立地セミナーへの参加や首都
圏や関西圏の企業を訪問し、本市の
投資環境等をＰＲしたほか、県との
連携により情報を収集するととも
に、企業誘致に関する勉強会を実施
し、職員のスキルアップを図った。

登米インター工業団地への立地が
決定したものの、市内企業による増
設のため、新規誘致企業数にはカウ
ントできなかった。

工業団地の整備状況や東北縦貫自
動車道と三陸縦貫自動車道を結ぶみ
やぎ県北高速幹線道路のアクセスの
良さ、本市の住みやすい生活環境等
をＰＲしながら継続した企業訪問を
行い、積極的な誘致活動に取り組
む。

３
　
地
域
資
源
を
活
か
し
魅
力
あ
る
元
気
な
産
業
を
「

つ
く
る
」

ま
ち
づ
く
り

商
工
業
・
観
光

観
光
の
振
興

工
業
の
振
興
及
び
雇
用
創
出

(R5)

(R5)

－ 10 －



第二次登米市総合計画基本計画に掲げる施策の成果指標と実績検証

目標

平成
26年度

平成
27年度

実績

※（　）の値は暫定値もしくは
遡及修正があった場合の修正前の数値

【参考】

 
ま
ち
づ
く
り
の

 
基
本
政
策

 
政
策
の
分
野
名

 
個
別
政
策
名

 
№

 
総
合
戦
略
指
標

 
番
号

指標項目 指標の説明
単
位
等
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の具体的な取組内容（事業名、事業
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目標に対する実績値が良かった要
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目標に対する実績値を向上するため
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４年度

令和
５年度

令和
７年度

44 －
市内湖沼の平
均ＣＯＤ濃度

市内４沼（伊豆
沼、長沼、平筒
沼、機織沼）Ｃ
ＯＤ（化学的酸
素要求量）の平
均値

mg/L 7.4 7.4 8.1 8.0 8.5 9.4 9.1 9.1 11.5 12.6 6.0
市民生活部
環境課

伊豆沼では、宮城県伊豆沼・内沼
環境保全財団がハスの刈取りを実
施。平筒沼では、登米市平筒沼水・
いきもの保全隊がハスの刈取りを実
施した。

また、長沼、伊豆沼の集水域で
は、高度処理浄化槽の設置を推進し
ている。

このほか、市民協働事業として平
筒沼においてクリーンアップ湖沼群
清掃活動を実施し、沼周辺の環境美
化を図った。

各湖沼のＣＯＤ平均値について
は、沼への流入水量や気象条件等に
よる影響が大きく、令和３年度まで
は減少傾向がみられていたが、令和
４年度、５年度は増加傾向にある。
要因としては、降水量が少なかった
ことや気温の上昇などによる水位低
下なども考えられるが、市内の湖沼
は閉鎖性水域であり、流入する水量
や水流が少なく、水の滞留時間が長
いことから水質改善は容易ではない
のが現状である。

伊豆沼については、（公財）宮城
県伊豆沼・内沼環境保全財団が管理
を行い、水質改善に取り組んでい
る。

平筒沼では引き続き、地域団体が
ハスの刈取りを実施するとともに、
その他湖沼についても関係機関等と
連携し、水質改善が図れるように努
める。また、「クリーンアップ湖沼
群」などの清掃活動を実施するとと
もに、流入対策として、長沼、伊豆
沼の集水域において、高度処理浄化
槽の設置を推進する。

45 －
サンクチュア
リセンターの
入場者数

年間入場者数 人 15,153 7,382 14,889 13,857 14,157 13,876 10,448 10,561 10,052 12,215 20,000
市民生活部
環境課

平成30年度から指定管理者制度に
移行し、管理者による環境教育事業
やイベントの開催により入場者数の
増加に努めた。（開催事業：展示事
業、ワークショップなど）

指定管理者によるＷＥＢ等での施
設の周知や環境教育事業・周辺自然
環境を活用した自主事業などの取組
により入場者数は増加傾向にあり、
夏季のはすまつり中止や渡り鳥の北
帰行が早まったなどの影響はあるも
のの、月によってはコロナ禍前を上
回る月も複数あり、コロナ禍前の水
準に戻ってきていると考えられる。

今後においても、指定管理者が行
う施設の利用促進に係る取組を支援
するとともに、館内展示物の充実等
を検討しながら、入場者数の増加に
努める。

46 19
太陽光発電シ
ステムの設置
件数

太陽光発電シス
テ ム （ 10kw 未
満）の累計設置
件数（資源エネ
ル ギ ー 庁 統 計
データ）

件 1,509 1,711 1,886 2,042 2,197 2,363 2,498 2,635 2,781 (2,877) 2,500
市民生活部
環境課

脱炭素化へ向けて再生可能エネル
ギーの推進を図るため、住宅用新エ
ネルギー設備（木質バイオマス燃焼
機器）の設置に対する支援を行っ
た。

市内の住宅用太陽光発電システム
の設置件数は着実に増加している。

増加の要因としては、市が行って
いた住宅用太陽光発電システム設置
補助は平成30年度で終了し、設置に
対して直接的な支援は無くなったも
のの、カーボンニュートラル実現に
向けた機運の高まりやこれまで取り
組んできた地球温暖化防止に関する
意識啓発などにより、再生可能エネ
ルギーに対する市民の意識が高まっ
ている結果と思料される。

平成30年度をもって市の住宅用太
陽光発電システム設置補助は終了し
たが、県が行っている補助事業や、
令和５年度から始まった共同購入事
業があり、脱炭素の取組に合わせて
周知するとともに、市民からの問い
合わせ等に対して同事業を案内する
など、再生可能エネルギーに対する
市民の意識啓発を図り、設置数の増
加を推進する。

【新たな令和７年度目標：3,000件】
設定根拠：令和３年度実績（令和４
年３月末時点）において2,635件と目
標を上回っていることから、令和４
年度以降もこれまでの実績から、年
間100件程度の設置を見込み、新たな
目標設定をするもの

令和５年度実績
値 は 資 源 エ ネ ル
ギー庁統計データ
の直近公表値を記
入（令和５年12月
末時点）

令和４年度実績
は、令和４年12月
末 時 点 の デ ー タ
だったため、令和
５年３月末時点の
データに修正

47 －
市民１人１日
当りのごみ排
出量

市内のごみ総排
出量を総人口と
年間の日数で除
したもの

ｇ/人/日 812 807 812 827 837 844 880 875 899 865 650
環境事業所
廃棄物対策課

・家庭系資源ごみ（15品目）の分
　別回収
・家庭系資源ごみ集団回収の奨励
・事業系資源ごみの分別収集
・家庭系廃食油回収
・粗大ごみ処理施設での資源化促
　進
・食品ロス削減の推進

市民１人１日当りのごみ排出量
は、生活系ごみと事業系ごみに分け
られるが、事業系ごみが影響し目標
が達成できなかった。

ごみの減量化及び再資源化を図る
ため、事業所に対して食品ロス削減
に向けた30・10運動や事業所ごみの
再資源化に係る周知に取り組む。

令和４年度の市
民１人１日当たり
のごみの排出量は
推定値を記載して
いたため、令和５
年10月に確定した
数値に修正

48 －
ごみの再資源
化率

再資源化量（直
接資源化量+中間
処理後再生利用
量+集団資源回収
量）をごみの総
処理量（ごみ処
理量+直接資源化
量+集団資源回収
量）で除した率

％ 25.1 23.6 25.7 25.1 24.0 25.3 20.7 23.6 25.2 25.5 30.0
環境事業所
廃棄物対策課

・家庭系資源ごみ（15品目）の分
　別回収
・家庭系資源ごみ集団回収の奨励
・事業系資源ごみの分別収集
・家庭系廃食油回収
・粗大ごみ処理施設での資源化促
　進
・家庭系小型家電の拠点回収
・製品プラスチック回収に関する
　実証事業の実施

令和４年度から、資源ごみ回収の
品目にプラスチック製容器包装類を
追加したが、市民への周知が不足し
ていたと考える。

循環型社会の構築に向けて、令和
６年度から資源ごみ回収の品目に製
品プラスチック類を追加するととも
に、再資源化に関する市民意識の高
揚を図るため、市広報、SNS、出張市
役所等での周知に取り組む。
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49 13
市民バス利用
者数

市民バスの年間
利用者数

人 320,360 306,642 317,855 329,845 330,218 324,236 249,059 252,215 255,143 257,329 376,000
まちづくり推進部
市民協働課

高校や他の交通機関への接続など
に対応した運行ダイヤの改正、回送
便を活用した増便や休日の増便を実
施したほか、バス停の移設や新設を
行い、利用者の利便性の向上や安全
性の確保に努めた。

高校新入生向けの無料乗車券の配
布や、一般向けの無料乗車券を広報
とめに掲載し、認知度の向上を図っ
た。「こどもまつり」でのバスＰＲ
コーナーや小学校での「バスの乗り
方教室」などで子どもを対象とした
啓発活動を実施した。

新型コロナウイルス感染症の影響
により、令和２年度にかけて利用者
数が大幅に落ち込んでから、徐々に
回復傾向にあるものの、コロナ禍前
の水準には戻っておらず、目標を大
きく下回る実績となっている。

定期的なダイヤの見直しや利用方
法の周知などを実施するほか、令和
６年度からの運賃の改定と併せ、新
たに一般の方も購入可能なフリーパ
スを発行し、利便性の向上と利用促
進を図っていく。

「こどもまつり」でのＰＲや小学
校や幼稚園での「バス乗り方教室」
を引き続き実施し、将来の利用者で
ある子どもへ向けた啓発にも取り組
んでいく。

50 － 道路舗装率

幹線市道（幅員
4.0m以上）総延
長のうち舗装済
の市道の割合

％ 71.3 71.6 71.6 71.6 72.0 72.0 72.3 72.3 72.3 72.5 76.2
建設部
建設総務課

現地精査を行い、工法の検討及び
コスト縮減を図りながら事業に取り
組んでいる。

道路改良事業は新規路線着手の先
送り、事業期間延伸などにより事業
費を抑制している影響もあり、幹線
市道の舗装率として微増となってい
る。

測量設計、用地取得、工事を計画
的・効率的に実施できるよう努め
る。

51 － 道路修繕率
修繕計画路線の
うち修繕実施済
みの割合

％ - - - - 19.2 38.5 61.5 65.4 88.9 90.9 100.0
建設部
建設総務課

財源的に有利な緊急自然災害防止
対策事業債を活用した工事発注に努
めた。

修繕計画登載路線については、計
画的な実施により修繕率が向上して
いるが、舗装の劣化が著しい路線は
多く、なお効率的な実施が必要と
なっている。

適時計画の見直しを行い、実情と
合った計画に基づき事業を進めるよ
う努める。

【参考】
当初計画期間：
H30～R4
見直後計画期間：
R5～R10

52 － 橋梁修繕率

点検結果（判定
Ⅲ）橋梁のうち
修繕実施済みの
割合

％ - - - - - 6.4 18.0 82.5 87.3 88.4 100.0
建設部
道路課

道路メンテナンス事業補助を活用
し、橋梁補修を行った。

計画値どおりに推移している。計
画前半に伸びが低いのは詳細設計が
主な業務であったため。

補助金の配当に左右されるが、計
画どおりに修繕を進められるよう進
行管理に努める。

【参考】
１巡目点検：
H27～H30
２巡目点検：
R元～R5予定

53 － 上水道有収率

年間の配水した
水のうち、収入
の対象となった
水の割合（数値
が 高 い ほ ど よ
い）

％ 83.1 84.5 83.4 85.4 86.4 84.8 84.9 83.1 81.9 81.6 90.0
上下水道部
経営総務課

計画的な漏水調査を実施し、調査
結果に基づく修繕と漏水多発路線の
老朽管の布設替事業を継続して行っ
た。

漏水調査は、市内169か所の漏水を
発見し修繕を行った。その推定水量
は約293㎥/ｈであった。

また、漏水が多発している路線に
ついては、2,127ｍの布設替工事を実
施した。

登米市施設更新計画に基づき、年
1.4％の管路更新を目指している。し
かし、大口径の基幹管路更新を行っ
ているため施工単価が高く、更新距
離が伸びないことから、令和５年度
においては、0.15％の管路更新率と
なっている。
また、漏水調査や漏水多発路線の布

設替工事等、具体的な取組を継続し
て行ってきたが、配水管の経年劣化
や地震等で発生した潜在的な漏水が
増加し、それを発見しきれなかった
ことにより、目標に届かなかった。

漏水調査方法について、年間を通
した流量監視調査の実施及び老朽管
（非金属管路）を対象とした調査な
どを行い、漏水調査の強化に努めて
おり、夜間最小流量の多い地区を細
分化して流量測定を行い、漏水区域
の絞り込みを実施している。

漏水多発路線については、老朽管
の布設替を優先的に進め、配水ブ
ロック化の検討を行い、有収率の向
上につながるよう、精度の高い水量
管理を行う。

また、人工衛星を活用した漏水調
査を行い、その調査結果を基に、効
率的な調査方法の検討を行い、漏水
の早期発見に努める。

令和６年度は、漏水多発路線の布
設替工事を2,860ｍ実施する。

54 －
汚水処理人口
普及率

汚水処理施設に
つなげられるよ
うに整備された
区域の人口の割
合（普及人口/行
政人口）

％ 77.1 79.5 81.0 81.7 82.4 82.9 83.9 84.5 85.2 85.6 85.9
上下水道部
経営総務課

公共下水道事業において、迫町北
方石打坂地区及び中田町宝江新井田
地区で汚水管の築造工事を実施し事
業を推進している。

また、浄化槽設置推進事業におい
て、64基の浄化槽を設置し汚水処理
人口普及率の向上を図っている。

公共下水道の整備は、概成には
至っているものの、未整備箇所が残
存していることから、引き続き整備
を進める。農業集落排水について
は、平成29年度に整備が完了し、市
内26地区の供用が開始されている。

また、浄化槽整備事業は年間整備
計画80基を若干下回ったものの、概
ね計画どおりの実績となっている。

公共下水道事業については、令和
10年度の整備完了を目指し計画的に
整備を進める。

また、広報紙やホームページを活
用し、下水道接続の普及啓発を継続
して行う。
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政
策

 
政
策
の
分
野
名

 
個
別
政
策
名

 
№

 
総
合
戦
略
指
標

 
番
号

指標項目 指標の説明
単
位
等

担当課（室）
当該年度に実施した目標達成のため
の具体的な取組内容（事業名、事業
内容など）

目標に対する実績値が良かった要
因、悪かった要因

目標に対する実績値を向上するため
に今後どのような取組（施策及び対
策）を行うか

備考

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

令和
７年度

55 －
市民公募実施
審議会等の割
合

市民公募実施に
より選任された
委員を含む審議
会等の割合

％ 6.0 5.4 5.3 5.3 6.3 6.3 5.4 4.3 5.4 5.4 10.0
まちづくり推進部
まちづくり推進課

審議会等を新設する際は、公募枠
を設定いただくよう各部局に依頼し
た。

審議会等の委員には、各分野にお
ける高い知識が求められることなど
もあり、新たに公募枠を設定した審
議会等はなかった。

関係部局と連携し、市民公募制度
について周知を図るとともに、引き
続き新設する審議会等の公募枠設定
を推進していく。

令和４年度の実
績値精査により修
正

56 －
登米市ホーム
ページによる
情報提供件数

登 米 市 ホ ー ム
ページにアクセ
スされた件数

件 - - 3,041,448 4,087,226 3,930,443 4,130,926 6,359,798 7,423,226 4,861,375 3,744,027 4,200,000
総務部
市長公室

担当職員に対し操作研修会を実施
し、適時・適切な発信ができるよう
意識喚起をした。

トップページには、イベントや注
目情報などの最新の内容を掲載し、
利用者が無理なく情報にたどり着け
るように配慮するとともに、不要な
ページを削除し、ホームページ全体
を整理した。

令和４年度と比較してアクセス数
が減ったが、アクセス数を解析して
いるグーグルアナリティクスの解析
方法が変わったことが要因と考えら
れる。

近年の利用者の傾向としては、モ
バイルからのアクセスが約７割、パ
ソコンが約３割となっていることか
ら、モバイルからの利用を念頭にし
たページづくりに努め、パソコンだ
けでなくモバイルからも見やすい
ページ構成にする。

また、LINEのリッチメニューを活
用してホームページと連携した情報
発信に努め、閲覧数の増加につなげ
る。

【参考】
H29末に市公式ホー
ムページ構成を全
面更新（リニュー
アル）実施

57 26

メ ー ル 配 信
サービスによ
る情報提供件
数

登米市メール配
信サービスに登
録された件数

件 7,579 8,063 9,123 9,793 10,429 10,819 11,710 12,149 12,500 12,726 30,000
総務部
市長公室

メール配信サービスは、災害発生
時などにおいて住民等に確実に情報
を届けることができる手段の一つで
ある。広報紙にて重要性を周知する
とともに、コミュニティＦＭの番組
内で登録の呼び掛けや、市内小中学
生の保護者と高校生のほか、転入者
や出張市役所参加者、防災講習実施
時ににチラシを配布して登録拡大を
図った。

チラシの配布や広報紙、コミュニ
ティＦＭなどを活用した啓発が登録
者の増加につながった。

令和３年９月10日のLINE市公式ア
カウント開設以降、登録者数が減少
した月があるなど、メールからLINE
へ移行した人もいると考えられ、目
標を達成できなかった要因になって
いる。

広報紙やチラシなどを活用し、災
害等の情報を得る有効な手段である
ことのＰＲと登録方法の周知を継続
し、登録者の拡大に取り組み、市民
の安全・安心の確保につなげる。

また、メール配信サービス単独で
はなく各種情報発信ツールの特性に
応じた発信を行うなど、より効果的
な情報発信に努める。

【参考】
LINE市公式アカウ
ント登録者（年度
末）
R4　3,392件
R5　5,055件
(149%）

58 22
とめ市民活動
プラザ活動実
績数

公益的な活動を
行う市民活動団
体等への情報提
供や相談業務等
の延べ人数

人 6,455 6,583 7,046 8,372 8,280 7,591 4,957 5,199 5,796 5,221 8,500
まちづくり推進部
市民協働課

市内コミュニティ組織及び市民活
動団体等に対し、活動に必要な各種
講座の実施や相談業務、定期的なコ
ミュニティ訪問による運営支援等を
行ったほか、ホームページやコミュ
ニティエフエム、各種ＳＮＳを活用
した情報発信を行った。

新型コロナウイルス感染症の影響
により、各種事業が規模を縮小して
の実施となったことや、来年度の移
転に向けた休館期間があったことか
ら、目標値を達成することができな
かった。

公益的な活動を検討している団体
などを含め、細やかな情報提供と丁
寧な相談対応に努め、新たな市民活
動団体等の設立や育成を図っていく
とともに、市民活動団体等の交流拠
点として、中間支援組織の認知度向
上に努め、施設の利活用を促進す
る。

59 20
地域課題に対
する取組率

地域課題解決に
対し、地域住民
で取り組んでい
ると感じる市民
の割合

％ - - - - - 42.9 30.2 21.4 27.5 22.7 60.0
まちづくり推進部
市民協働課

新型コロナウイルス感染症の規制
が緩和されたことに伴い、ほぼ全て
のコミュニティにおいて計画どおり
の事業が実施された。

また、９つのコミュニティにおい
て、新たな地域づくり計画が策定さ
れた。

新型コロナウイルス感染症に伴う
規制は緩和されたが、その期間にお
ける各種事業の中止や規模の縮小に
より、地域住民のコミュニティ活動
に対する関心が薄れてしまっている
ため。

各コミュニティ組織において、コ
ロナ禍を契機に、地域の実情に合っ
た事業内容に改めるとともに、積極
的に新規事業に取り組むことができ
るよう、巡回訪問を通して意識改革
を図っていく。

60 －
ワーク・ライ
フ・バランス
の認知率

ワ ー ク ・ ラ イ
フ・バランスの
具体的な内容の
認知度

％ 36.6 - - - 47.1 - - - - - 60.0
市民生活部
市民生活課

市内企業経営者団体等と協力し、
市内企業の従業員や市職員等を対象
としたワーク・ライフ・バランスセ
ミナーを開催した。
■セミナーの概要

よく働き・よく休むことを習慣化
させるための工夫について講話とグ
ループワークにより理解を深める。

－

研修会の参加者アンケート等を活
用し、対象者がより参加しやすい形
式での開催や特に重点を置くテーマ
を設定するなど、「聴いてみた
い」、「また参加したい」と思われ
るような研修会とすることにより、
多くの方に参加いただけるよう努め
る。

第４次登米市男
女共同参画基本計
画・行動計画の期
間は令和３年度か
ら７年度。次回ア
ンケート調査は令
和６年度に実施

61 －
各種審議会等
への女性人材
登用率

審議会等への参
加機会の確保に
よる女性委員の
登用割合

％ 26.4 29.1 28.6 31.1 29.4 28.3 26.5 27.0 26.7 27.9 40.0
市民生活部
市民生活課

各種講座の開催など、男女がとも
に尊重し合うことの大切さを学ぶ機
会を提供したほか、公共施設等へ啓
発品（パンフレット等）を配置する
ことにより浸透が図られた。

また、「登米市女性人材リスト」
の積極的な利用を庁内に呼び掛け、
審議会等への女性登用促進の一助と
した。

行政区長や公民館長など、地域の
役員の女性割合が極端に少ないな
ど、古い慣習や根強い女性の役割分
担の考え方により、女性が地域等で
活躍することを阻害する要因の一つ
であると考える。

長い時間をかけて地域に根付いた
感覚は一朝一夕に変わるものではな
いため、継続した周知啓発を進める
とともに、今後の地域づくりを担う
次世代を対象とした事業等を進め
る。
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第二次登米市総合計画基本計画に掲げる施策の成果指標と実績検証

目標

平成
26年度

平成
27年度

実績

※（　）の値は暫定値もしくは
遡及修正があった場合の修正前の数値
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標

 
番
号

指標項目 指標の説明
単
位
等

担当課（室）
当該年度に実施した目標達成のため
の具体的な取組内容（事業名、事業
内容など）

目標に対する実績値が良かった要
因、悪かった要因

目標に対する実績値を向上するため
に今後どのような取組（施策及び対
策）を行うか

備考

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

令和
７年度

62 －

登米市定員適
正化計画の目
標に対する職
員数の割合

登米市定員適正
化計画における
年次ごと職員数
の目標達成度

％ 94.6 92.6 101.0 99.5 99.9 103.0 104.0 100.6 101.3 99.1 100.0
総務部
人事課

第４次登米市定員適正化計画に基
づき、組織運営の効率化・スリム化
を進めるとともに、職員をより優先
度の高い施策の遂行や課題解決のた
めの要員に振り向けるなど、行政需
要の変化に対応した任用・配置を
行っている。

・定員適正化計画における年度別目
標に対する職員数
【計画】令和６年度：688人
【実績】R6.4.1職員数：694人

急激な職員削減による市民サービ
スへの影響や、地方分権の進展によ
る職員が担う事務量の増加などを考
慮し、退職者数に応じて一定程度の
職員採用を行っている。

令和５年度においては、地方公務
員法の一部改正により、令和５年４
月から定年年齢が60歳から65歳まで
２年に１歳ずつ段階的に引き上げら
れたことに伴い、定年退職者がいな
かったものであるが、翌年度の退職
者数を考慮し職員採用を行ったこと
から、職員数の減には至らなかった
もの。

事業の執行に必要な最少の人員体
制の構築を図るため、類似・重複す
る事業の一元化を含め、効果的で実
効性の高い組織体制への見直しを図
る。

また、市民サービスの向上に配慮
した業務委託などによる業務の効率
化・省力化を推進するとともに、職
員数が不足することにないよう行政
需要に応じた計画的な職員採用と適
正配置に取り組んでいく。

平成27年度まで
の実績は、第２次
定員適正化計画の
実績

平成28年度から
令和２年度の実績
は、第３次定員適
正化計画の実績

令和３年度から
の実績は、第４次
定員適正化計画の
実績

指標の成果をよ
り 明 確 に す る た
め、職員削減数で
算出していた実績
を定員適正化計画
における年度別目
標に対する職員数
の 割 合 に 修 正 し
た。

63 －
電子申請・届
出手続種類数

みやぎ電子申請
サービスを利用
し、手続きでき
る申請・届出数
（年度内の一時
期のみを受付期
間としたものも
１手続とする）

件 20 22 26 39 40 40 40 40 40 38 47
まちづくり推進部
ＤＸ推進室

公開中の電子申請手続きについて
の安定稼働を行うことで、電子申請
手続きの利用件数の増加が図られ
た。また、一時的な手続き(アンケー
ト等)についてはみやぎ電子申請サー
ビスを活用して、電子申請化を図っ
た。

【参考】電子申請・届出利用件数
　　・令和元年度：196件
　　・令和２年度：420件
    ・令和３年度：413件
　　・令和４年度：317件
    ・令和５年度：626件

手続きの電子申請化に取り組んだ
ものの、例年と比較すると、一時的
な手続き(アンケート等)の電子申請
が減少したため、電子申請手続きの
件数が減ってしまった。

手続所管課と連携し、研修等を通
じた電子申請サービスに係る知識、
技術の習得を進めるとともに、市民
の利便性向上が期待できる手続のオ
ンライン化に取り組む。令和６年度
中に、現行のみやぎ電子申請システ
ムが更新され、新たな電子申請シス
テムになる。システム更新に併せ
て、手続きの見直し、拡充を図って
いく。

64 －
財政調整基金
年度末残高

財政調整基金年
度末残高

億円 54 70 63 62 58 51 55 51 43 44 25
まちづくり推進部
財政経営課

登米市財政健全化基本指針に基づ
き、財政健全化中期行動計画に掲げ
た「基金残高25億円の堅持」の達成
に向け、財政健全化の取組と、歳入
に見合った持続可能な財政の確立に
取り組んだ。

前年度の年度末残高からは、約１
億円増加した。財政健全化中期行動
計画の着実な実行などから、財政調
整基金年度末残高25億円の堅持につ
ながった。

今後においても、財政健全化基本
指針に基づいた、持続可能な財政基
盤の確立のため、事務事業の取捨選
択が必須となっている。

このことから、本市の状況を全職
員が当事者意識をもって捉え、一丸
となり目標達成に向け取り組めるよ
う、各種財政情報の提供を行い、財
政調整基金年度末残高25億円の堅持
に努める。

５
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第二次登米市総合計画重点戦略の施策検証

目標

平成
26年度

平成
27年度

人
／
年

560 518 530 497 444 425 390 381 352 321 480

人 0 518 1,048 1,545 1,989 2,414 2,804 3,185 3,537 3,858 4,800

歳
(男)

78.3 80.6 - - - - 81.0 - - -

県
平
均

79.7 81.0 - - - - 81.7 - - -

歳
(女)

85.7 87.0 - - - - 87.0 - - -

県
平
均

86.4 87.2 - - - - 87.5 - - -

重
点
戦
略
Ⅲ

企 業 誘 致 と 起
業・創業、既存
企業支援等の産
業振興の取組に
より、10年間で
1,500人以上の
雇用を創出しま
す。

本市の農林業や製造業、商業などの
就業者数は、社会経済情勢の急激な変
化などにより、平成17年の43,598人か
ら、平成22年の39,412人に減少したも
のの、平成27年には41,964人まで回復
してきています。

この基調をより確実なものとするた
め、農産物等の豊富な地域資源の活用
など魅力ある元気な産業づくりを目指
して、農業や商工業など市内産業全体
の活性化と、企業誘致のほか、起業・
創業、既存企業支援等の取組により、
産業振興による新たな雇用創出と安定
化を図ります。

人 0 109 323 538 707 951 954 1,113 1,139 1,213 1,500
産業経済部
地域ビジネス支援
課

【工業】
企業の採用担当者と学校の進路指導担当者

との情報交換会や就職ガイダンスを開催し、
市内企業への就職促進に取り組んだ成果が雇
用へとつながっている。

また、来年度就職活動をする高校２年生向
けの企業ガイドブックを作成、市内及び近隣
の高校へ配布し、市内企業の情報発信に取り
組んだ。

【商業】
・ビジネスチャンス支援事業（空き店舗活用
支援（店舗改修、賃借料助成））
・ビジネスチャンス支援事業（創業支援（地
域資源を生かした起業支援として、創業時経
費を助成））
・商工会による創業支援（創業チャレンジセ
ミナー：３商工会が連携し、３回継続のセミ
ナーを開催）

【工業】
市内製造業等における工場増設

や移設により従業員数が増加して
いる企業もあるが、新たな誘致企
業がなかったため、全体的な雇用
は微増にとどまった。

【商業】
創業支援については、応募が０

件であったため実績は無い。
空き店舗活用支援については、

３件の活用実績があったものの、
主に小規模かつ個人経営であるこ
とから、従業員の雇用は１件２名
であった。

【工業】
工業団地への早期立地に向け、

積極的な誘致活動に取り組むとと
もに、工場の新増設等を行った企
業に対し奨励措置を講じるなど、
企業立地の促進を図っていく。

また、地元高校生や一般就職者
などを対象とした就職ガイダンス
の開催や市内企業ガイドブックの
配布等により、市内企業の人材確
保と若者の地元定着につなげてい
く。

【商業】
商工会等との連携により、引き

続き魅力ある個店づくりとにぎわ
いの創出、地域資源を生かした起
業・創業、６次産業化に努め、移
住・定住に係る支援施策の一つと
して広く周知しつつ、新たな起業
者の掘り起こしに努める。

【令和５年度実績】
工業　  54人
商業　  20人
（内訳）
空き店舗活用支援事
業 2人(1店舗)
商工会による創業支
援 18人
創業支援事業0人
  　合計　20人

平均寿命の 数値
は、５年ごとに実施
される国勢調査の数
値を使用しているた
め算出できない。

これまでの事業を更に推進し、
運動習慣の定着や生活習慣病の予
防対策及び介護予防活動リーダー
の育成などによる地域ぐるみの健
康づくりに努める。

また、適塩や野菜摂取アップな
どの食生活・生活習慣の改善につ
ながるよう、組織や関係機関と連
携し支所単位で健康講座及びブ
ロック単位での健康セミナーなど
を実施するなど、身近な場所での
啓発に努める。

　令和２年度には、健康寿命、平
均寿命とも男性は少し伸びている
が、女性はほぼ横ばいで経過。男
女とも県内でもメタボ該当者や血
圧高値者が多い等の健康課題があ
り、心疾患、脳血管疾患による標
準化死亡比が高い状況にある。運
動習慣は少し増えたが男女とも肥
満者の割合は依然高い状況にあ
る。
　コロナ禍で十分な地域活動がで
きなかったことや、健康習慣の改
善、生活習慣病予防を図る啓発、
周知不足等が要因と考えられる。
　コロナ禍の行動制限がなくなっ
たことで、地域活動も増えてきて
いるが、短期間で評価する指標で
はないため、今後のデータの推移
を注視し市民へ啓発を図る必要が
ある。

健康診査、保健指導等により自らの健康状
態に関心を持ち、自ら食生活の改善や運動な
どによる健康づくりに取り組めるよう環境整
備を行った。
【元気とめ！健康セミナー】

健康づくり宣言を地域に広め健康意識の高
揚と継続を図るため、市民、関係組織等と協
力して健康情報の発信を行った。適塩や野菜
摂取アップなどの食生活・運動等7つの行動目
標の啓発を行った。
【健康ウォーキング事業】

運動習慣の定着を目的に、ウォーキング
コースマップを支所窓口に設置し、普及啓発
に努めた。また、イオンタウン佐沼を会場に
「タウンウォーキング」を実施した。
　開催：８回　参加人数：延178人
【介護予防普及啓発事業】

介護予防活動リーダーの育成や地区組織活
動を支援することで、地域ぐるみの健康づく
りに取り組んだ。

市民生活部
健康推進課

福祉事務所
子育て支援課

市民生活部のほか、多くの部署
で少子化対策として多数の関連事
業を実施している。少子化対策連
携会議等で、少子化対策に関する
施策の調整や事業の連携を密にす
る事などにより、事業の相乗効果
や、効率的な事業運営を図ってい
く。

令和５年度に実施した市民から
のニーズ調査結果をふまえ、令和
７年度から５年間を計画期間とす
る「第３期登米市子ども子育て支
援事業計画」を策定し、子どもを
安心して産み育てられるよう、結
婚、妊娠、出産並びにその後の子
育てにおける様々な段階及び状況
に応じた経済的支援や相談支援
等、市民ニーズに沿った施策の実
施を図っていく。

出生数は、多様な要因が関連す
るため、子育て環境の改善が即座
に出生数の増加につながるもので
はなく、改善の効果が数値として
表れるのに時間を要するものと捉
えている。

依然として減少傾向が続いてい
る状況となっており、令和元年対
比で104人減少し、減少率は５年間
で約25％となっている。

妊娠期から出産・子育てまでの伴走型相談
支援の実施とともに、出産・子育て応援金な
どの経済的支援を一体的に実施した。また、
子育て家庭への切れ目のない支援体制づくり
として、モバイルサイト「登米っこ♪すこや
かナビ」を活用し、予防接種のスケジュール
管理や、妊娠、出産及び子育てに役立つ情報
の発信を行った。

病院や助産所・居宅において、助産師等が
母親の心身回復と心理的な安定を図り、健や
かな子育てができるよう支援するため、産後
ケア事業を実施した。

令和５年度から新たに開設した民間放課後
児童クラブを支援するなど、子育て環境の整
備に努めた。

その他、子育て支援課、健康推進課をはじ
め、各課で様々な事業を展開し、子育てに対
する不安の解消と、経済的負担、人的負担の
軽減を図った。

出生数は、『住民
基本台帳に基づく宮
城県の人口移動調査
年報住基異動調査年
報』より記載。

令和
７年度

重
点
戦
略
Ⅱ

本市の平均寿命(平成27年度厚生労働
省市区町村生命表)は、男性が80.6年
(県平均81.0年)、女性は87.0年(県平均
87.2年)で、県内市町村の順位は、男性
23位、女性19位となっています。ま
た、健康寿命は、男性25位、女性15位
となっています。

このため、市民が元気に住み慣れた
地域で活き生きと暮らすことができる
環境づくりを目指して、健康で長生き
するための取組により、健康寿命の延
伸と平均寿命の延伸を図ります。

健康長寿の取組
により、平均寿
命を10年後まで
に県内平均以上
にします。

県内
平均
以上

本市の出生者数は、500人を割り減少
傾向となっています。

このため、安心して子どもを産み育
て、健やかに成長できる環境づくりを
目指して、結婚・妊娠・出産・子育
て・教育の各ステージにおいて、切れ
目のない支援の取組により、出生者の
増加を図ります。

重
点
戦
略
Ⅰ

子育て応援の取
組により、出生
者数を10年間で
4,800人以上に
します。

担当課（室）

令和
２年度

令和
元年度

平成
30年度

平成
29年度

平成
28年度

重点戦略の説明
単
位
等

実績

【参考】
重点戦略

令和
５年度

令和
４年度

令和
３年度

備考
目標に対する実績値を向上するた
めに今後どのような取組（施策及
び対策）を行うか

目標に対する実績値が良かった要
因、悪かった要因

当該年度に実施した目標達成のための具体的
な取組内容（事業名、事業内容など）
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第二次登米市総合計画重点戦略の施策検証

目標

平成
26年度

平成
27年度

令和
７年度

担当課（室）

令和
２年度

令和
元年度

平成
30年度

平成
29年度

平成
28年度

重点戦略の説明
単
位
等

実績

【参考】
重点戦略

令和
５年度

令和
４年度

令和
３年度

備考
目標に対する実績値を向上するた
めに今後どのような取組（施策及
び対策）を行うか

目標に対する実績値が良かった要
因、悪かった要因

当該年度に実施した目標達成のための具体的
な取組内容（事業名、事業内容など）

人
（

移
住
者
）

0 1 100 240 386 500 596 688 772 845 1,000

人
（

転
出
者
抑
制
）

0 △ 70 △ 167 △ 318 △ 426 △ 720 △ 712 △ 824 △ 1,169 △ 1,496 0

重
点
戦
略
Ⅴ

市の魅力向上へ
の総合的な取組
により、交流人
口等を10年後ま
でに年間 374万
人 以 上 に し ま
す。

本市の交流人口等は、市内に訪れた
観光客数と農産物等の直接ＰＲ活動に
よる情報提供人口をあわせて約274万人
(平成26年度)となっています。

このため、観光振興によるまちのに
ぎわいの創出と、魅力と活力にあふれ
るまち登米市の実現を目指して、地域
資源等を活かした戦略的なシティセー
ルス・プロモーションの取組により、
本市のイメージ向上によるブランド化
の推進、知名度・認知度向上などを図
り、観光振興のみならず産業振興など
地域活性化を推進します。

住み続けたい、住みたいと思うまち
にするため、総合的な取組により、魅
力ある地域づくりを進め、観光客等の
交流人口と直接ＰＲ活動による情報提
供人口等の増加・創出を図ります。

万
人
／
年

274 277 279 306 330 356 251 281 265 288 374

まちづくり推進部
まちづくり推進課
産業経済部
観光物産戦略課

東北風土マラソン＆フェスティバルをはじ
めとした市内イベントに対するサポート及び
道の駅等で販売する市内農産物のPRに積極的
に取り組み観光客の増加による交流人口の拡
大に取り組んだ。

「おかえりモネ」による誘客効
果は薄れたが、イベントの再開に
よる全体的な観光客の増加により
交流人口は微増となっている。

「みやぎの明治村」を中心とし
た既存の観光コンテンツのブラッ
シュアップを図りつつ、近年需要
が高まっている体験型コンテンツ
の情報発信に取り組む。

また、本市ならではの魅力を効
果的に情報発信するとともに、
ワーケーション、ニューツーリズ
ム等の観光誘客の取組を推進す
る。

道の駅等においては、顧客の
ニーズに沿った品揃えの充実やイ
ベント開催などによる集客に取り
組む。

まちづくり推進部
まちづくり推進課

移住定住を支援
す る 取 組 に よ
り 、 10 年 間 で
1,000人以上の
移住・定住者を
創出します。

本市の人口は、年間で概ね1,000人前
後の人口減少で推移しています。近年
では、特に15歳から24歳の年齢階層で
概ね1,000人の転出超過であり、就学・
就職・結婚などが理由と考えられま
す。

このため、若者や子育て世代などか
ら選ばれる住みたくなるまちづくりを
目指して、他市などからの移住を推進
する取組により転入者の増加を図ると
ともに、定住促進の取組により転出者
の抑制を図ります。

重
点
戦
略
Ⅳ

移住を検討される方が希望する
ライフスタイルに応じたきめ細や
かな相談対応に努めるとともに、
全国で開催される移住フェア等を
積極的に活用し、新たなターゲッ
ト層の開拓と本市のＰＲの促進に
より移住者の創出につなげる。

移住体験ツアーに農家民泊等の
プログラムを取り入れ、本市の暮
らしや農業の持つ魅力を体験して
いただくなど、移住・定住促進施
策とシティプロモーションを組み
合わせた効果的なＰＲを展開し本
市のファンの獲得と移住者の創出
を図る。

宮城県宅地建物取引業協会並び
に全日本不動産協会宮城県本部と
連携し、空き家情報バンクの充実
を図ることで、空き家問題の解消
と移住者・定住者の創出につなげ
る。

住まいサポート事業及び空き家
情報バンクなど、住環境の整備に
対する支援により移住者の創出に
つなげた。

地域おこし協力隊については、
移住・定住支援員（１名）、木工
芸支援員（２名）を新たに任用
し、地域への定着を図るとともに
地域力の維持・強化を目指した活
動を推進している。

移住を検討している方からの相談や情報発
信を一元的に行うため、登米市移住・定住サ
ポートセンターに地域おこし協力隊（移住・
定住支援員）を配置し、きめ細やかな相談対
応を行った。

首都圏等で開催される移住フェア等へ出展
し、本市の移住支援策や魅力をＰＲしたほ
か、オーダーメイド型移住体験ツアー、移住
お試し住宅による支援により、移住先として
本市を選んでいただけるよう積極的な情報発
信を行った。

住まいサポート事業、空き家情報バンク及
び空き家改修事業を実施し、移住者及び定住
者への住環境の整備に対する支援と市内の空
き家の利活用の促進を図った。

■移住者創出：市外から転入 73人
　◇空き家情報バンク：13人①
　◇住まいサポート事業：59人②
　◇地域おこし協力隊：3人③
　※①＋②＋③＝75人となるが、

空き家情報バンクと住まいサポート事業
の重複利用者：2人
　　上記を相殺して、転入者73名

■転出者抑制：市内転居  25人
　◇空き家情報バンク：17人
　◇住まいサポート事業
　　（住宅取得補助）：8人
　※重複利用なし
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